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(57)【要約】
【課題】粒状ゼリーを別途調製する必要もなく、簡便な製造工程で粒状ゼリー入りドリン
クヨーグルトを製造可能な方法を提供する。更に本発明では、荒れが生じることもなく、
粒状ゼリーが均一に分散された粒状ゼリー入りドリンクヨーグルトであり、ドリンクヨー
グルト特有の濃厚感の中にも粒状ゼリーの存在感があり、のみ応えのあるドリンクヨーグ
ルトの製造方法を提供する。
【解決手段】発酵セルロースを含有し、粘度を１０～１０００ｍＰａ・ｓに調整したヨー
グルトベースに対して、カチオン反応性のゲル化剤含有溶液を添加する。
【選択図】　なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発酵セルロースを含有し、粘度を１０～１０００ｍＰａ・ｓに調整したヨーグルトベー
スに対して、カチオン反応性のゲル化剤含有溶液を添加することを特徴とする、粒状ゼリ
ー入りドリンクヨーグルトの製造方法。
【請求項２】
　カチオン反応性ゲル化剤含有溶液の粘度が１０～３０００ｍＰａ・ｓである、請求項１
に記載の粒状ゼリー入りドリンクヨーグルトの製造方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、粒状ゼリーを含有したドリンクヨーグルトに関する。具体的には、荒れや離
水の発生が抑制され、粒状ゼリーが均一に分散されたドリンクヨーグルトを簡便な製造工
程で製造する方法に関する。また、本発明は、ドリンクヨーグルト特有の濃厚感の中にも
粒状ゼリーの存在感があり、のみ応えのあるドリンクヨーグルトの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ヨーグルトは乳に乳酸菌や酵母を混ぜて発酵することによって調製される発酵食品であ
り、美容や健康面から幅広く食されている。ドリンクヨーグルトは、発酵乳のカードを細
かく破砕し、（ヨーグルトを）液状に加工した飲料であり、ストローで気軽に飲用可能で
ある利点を有する。ドリンクヨーグルトは、乳の発酵によって得られる特有の呈味や食感
の濃厚さが特徴的であるが、他の食品に比べて商品のバラエティに欠けるといった課題を
抱えていた。
【０００３】
　ヨーグルトに多様性を持たせるために、粒状ゼリーを含有したヨーグルトも開発されて
いる。例えば、特許文献１には、グルコマンナンを用いて調製した耐熱性果汁ゼリーを含
有するソフトヨーグルトが、特許文献２には、アルギン酸ナトリウムを用いて調製した粒
状ゼリーを分散、もしくは上部に乗せた発酵乳食品が開示されている。特許文献３には、
内包液として種々の液状飲食品を内包させたカプセル体を、異種のゾル状若しくはゲル状
飲食品に分散させた、カプセル体を含有する飲食品が開示されている。
【０００４】
　特許文献４には、発酵セルロースを用いて、ヨーグルトに植物ステロールを添加した際
に発生する油脂分離を抑制する技術が開示されているが、粒状ゼリー入りドリンクヨーグ
ルトについて何ら具体的検討はない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平０９－３７７１２号公報
【特許文献２】特開平０４－１０８３３５号公報
【特許文献３】特開平０２－１１３８６３号公報
【特許文献４】特開２００９－４５０４４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従来調製されてきた粒状ゼリー入りヨーグルトは、粒状ゼリーを事前に調製した後に、
ヨーグルトに添加する必要があり、別途タンクや撹拌設備が必要となるなど、製造工程が
煩雑であるといった課題を抱えていた。加えて、粒状ゼリーをヨーグルトに均一に分散さ
せるために、撹拌工程時の撹拌強度を強めたり、撹拌時間を長くすることにより、ゼリー
が変形する、ゼリー中からの色移りや味移りが発生するといった課題を抱えていた。
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【０００７】
　また、ドリンクヨーグルトは発酵後にカードを破砕した上で、さらに均質化処理を施す
ため粘度が低く、カードが凝集・沈殿しやすい。このようにドリンクヨーグルトは粒状ゼ
リーを均一に分散し難い上、荒れや離水を生じやすいといった課題を抱えていた。特に、
本発明のような粒状ゼリーを分散させたドリンクヨーグルトは、粒状ゼリーを均一に分散
させるために多糖類を添加することにより、かえって荒れや離水を引き起こしてしまう場
合も多い。例えば、ジェランガム、キサンタンガムやカラギナンを用いた場合は、かえっ
てヨーグルトの荒れや離水を引き起こしてしまうといった問題を抱えていた。
【０００８】
　本発明はかかる課題に鑑み、粒状ゼリーを別途調製する必要なく、簡便な製造工程で均
一に粒状ゼリーが分散したドリンクヨーグルトを提供することを目的とする。また、荒れ
や離水の発生が抑制された、粒状ゼリー入りドリンクヨーグルトを提供することを目的と
する。
【０００９】
　更に、ドリンクヨーグルトは特有の濃厚感を有しているため、内容物の存在感を前面に
出すことが難しい一面も有している。本発明では、ドリンクヨーグルト特有の濃厚感の中
にも粒状ゼリーの存在感があり、のみ応えのあるドリンクヨーグルトを提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明者らは、上記のごとき課題を解決すべく鋭意研究したところ、発酵セルロースを
含有し、粘度を１０～１０００ｍＰａ・ｓに調整したヨーグルトベースに対して、カチオ
ン反応性のゲル化剤含有溶液を添加することにより、荒れや離水が生じることもなく、粒
状ゼリーが均一に分散したドリンクヨーグルトであり、のみ応えのあるドリンクヨーグル
トを製造できることを見出した。
【００１１】
　本発明は以下の態様を有するドリンクヨーグルトの製造方法に関する；
項１．発酵セルロースを含有し、粘度を１０～１０００ｍＰａ・ｓに調整したヨーグルト
ベースに対して、カチオン反応性のゲル化剤含有溶液を添加することを特徴とする、粒状
ゼリー入りドリンクヨーグルトの製造方法。
項２．カチオン反応性ゲル化剤含有溶液の粘度が１０～３０００ｍＰａ・ｓである、項１
に記載の粒状ゼリー入りドリンクヨーグルトの製造方法。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、粒状ゼリーを別途調製する必要もなく、簡便な製造工程で粒状ゼリー
入りドリンクヨーグルトを提供できる。得られたドリンクヨーグルトは荒れや離水が生じ
ることもなく、粒状ゼリーの均一分散が可能である。更に本発明では、ドリンクヨーグル
ト特有の濃厚感の中にも粒状ゼリーの存在感があり、のみ応えのあるドリンクヨーグルト
を提供可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　本発明で用いるヨーグルトベースは、乳又はこれと同等以上の無脂乳固形分を含む乳等
を乳酸菌又は酵母で発酵させた発酵乳（発酵ヨーグルト）中に発酵セルロースを含有する
ことを特徴とし、粘度が１０～１０００ｍＰａ・ｓ、好ましくは１０～６００ｍＰａ・ｓ
と低粘度の範囲に調整されていることを特徴とする。本発明では、かかる低粘度であって
も、ヨーグルトの荒れや離水も抑制され、かつ、のみ応えのある、粒状ゼリーが均一に分
散したドリンクヨーグルトを提供可能となった。
【００１４】
　本発明における「粘度」とは、ヨーグルトベースにカチオン反応性ゲル化剤含有溶液を
添加する際の液温における粘度を示す。例えば、１０℃に調整したヨーグルトベースに対
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して、カチオン反応性ゲル化剤含有溶液を添加する場合は、「粘度」とは１０℃における
粘度を示す。
　１０℃における粘度とは、ヨーグルトベースを１０℃に調整し、ＢＬ型回転粘度計を用
いて、回転数６０ｒｐｍで１分間測定することにより求められる。例えば、添加時の温度
が４０℃である場合の「粘度」とは、ヨーグルトベースを４０℃に調整し、４０℃条件下
で、ＢＬ型回転粘度計を用いて、回転数６０ｒｐｍで１分間測定した値を指す。以下、本
明細書中でいう「粘度」とは、本方法によって測定された値を示す。
【００１５】
　本発明で用いる発酵セルロースは、セルロース生産菌が生産するセルロースであり、ア
セトバクター属、シュードモナス属、アグロバクテリウム属等に属する細菌から産生され
る非常に微細な繊維状セルロースである。
【００１６】
　本発明では、好ましくは当該発酵セルロースが高分子物質と複合化された、発酵セルロ
ース複合体を使用できる。複合化に使用される高分子物質は、食品に使用可能な高分子物
質であれば特に限定されないが、好ましくは、キサンタンガム、ガラクトマンナン、並び
にカルボキシメチルセルロース（ＣＭＣ）またはその塩が挙げられる。好ましくは、ガラ
クトマンナンとしてグァーガムが、ＣＭＣの塩としてナトリウム塩が挙げられ、本発明で
は特に、グァーガムと、ＣＭＣ又はその塩を用いて複合化された発酵セルロースを好適に
使用できる。発酵セルロースを高分子物質と複合化させる技術は、例えば、特開平９－１
２１７８７号公報に開示されており、微生物培養に用いる培地中に高分子物質を添加する
方法や発酵セルロースのゲルを高分子物質の溶液に浸漬させる方法によって複合化が可能
である。
【００１７】
　かかる高分子物質と複合化された発酵セルロースは商業上入手可能であり、例えば三栄
源エフ・エフ・アイ株式会社製のサンアーティスト［登録商標］ＰＧ（グァーガムおよび
ＣＭＣのナトリウム塩と発酵セルロースとの複合体の製剤）を挙げることができる。
【００１８】
　本発明のヨーグルトベースは、発酵セルロースを含有し、粘度が１０～１０００ｍＰａ
・ｓの範囲に調整されていれば、発酵セルロースの添加時期は特に問わない。例えば、発
酵後のヨーグルトに対して、発酵セルロースを添加し、次いで均質化処理等を施す方法や
、均質化処理を施したヨーグルトベースに対して、発酵セルロースを添加することにより
粘度を調整する方法などが挙げられる。好ましくは、発酵後のヨーグルトに発酵セルロー
スを添加し、次いで均質化処理を施す方法が挙げられる。ヨーグルトベースの粘度は、ヨ
ーグルト中の無脂乳固形分を調整することによっても調整可能である。
【００１９】
　ヨーグルトベースの粘度が１０００ｍＰａ・ｓを上回ると、ゲル化剤含有溶液が塊とし
て入ってしまい、粒状ゼリーが形成されない。また、ヨーグルトベースの粘度が１０～１
０００ｍＰａ・ｓの範囲であっても、発酵セルロース不使用では、粒状ゼリーも均一に分
散させることができない上、十分な飲みごたえのあるドリンクヨーグルトを調製すること
ができない。一方、例えば、ジェランガム、キサンタンガムやカラギナン等を発酵セルロ
ースの代わりに用いた場合は、かえって荒れや離水を引き起こしてしまう。
【００２０】
　ヨーグルトベース中の発酵セルロースの濃度は、好ましくは０．０１～０．２質量％、
更に好ましくは０．０１～０．０７質量％である。ヨーグルトベース中の無脂乳固形分は
好ましくは、８～１５質量％、更に好ましくは８～１０質量％である。上記範囲でヨーグ
ルトベースの粘度を１０～１０００ｍＰａ・ｓに調整することにより、ドリンクヨーグル
ト特有の濃厚感を有しつつも、粒状ゼリーの存在感もあるのみ応え、並びに粒状ゼリーの
均一分散を満たすことができる。
【００２１】
　本発明で用いるヨーグルトベースは、上記特定粘度に調整する、及び発酵セルロースを
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含有する以外は通常のヨーグルトと同様の構成をとることができ、即ち、乳原料、乳酸菌
（スターター）、水、糖質、安定剤、油脂、乳化剤、着香料、着色料、風味調整剤、酸化
防止剤等より選択された添加材料を、所定の割合で混合させ溶融したものが用いられる。
【００２２】
　本発明におけるカチオン反応性ゲル化剤は、カチオンと反応してゲル化する性質を有す
るゲル化剤を用いることができ、例えばＬＭペクチン（ローメトキシル化）、アルギン酸
又はその塩、並びに脱アシル型ジェランガムからなる群から選ばれる一種以上が挙げられ
る。本発明では好ましくはＬＭペクチンを使用できる。
【００２３】
　本発明では、発酵セルロースを含有し、粘度を１０～１０００ｍＰａ・ｓに調整したヨ
ーグルトベースに対して、カチオン反応性のゲル化剤含有溶液を添加することにより、荒
れや離水が生じることもなく、粒状ゼリーが均一に分散したドリンクヨーグルトを製造す
ることが可能となった。カチオン反応性ゲル化剤含有溶液の添加方法は滴下する方法、注
ぎ入れる方法等、特に限定されない。例えば、ヨーグルトベースを撹拌しながらカチオン
反応性ゲル化剤含有溶液を滴下した場合は、果実のさのうに類似した形状、いわゆる「さ
のう状」の粒状ゼリーを含有したドリンクヨーグルトを製造可能である。一方、ヨーグル
トベースを撹拌することなく、ヨーグルトベースにカチオン反応性ゲル化剤含有溶液を滴
下した場合は、「球状」の粒状ゼリーを含有したドリンクヨーグルトを製造可能である。
【００２４】
　本発明で用いるカチオン反応性ゲル化剤含有溶液は、好ましくは粘度を１０～３０００
ｍＰａ・ｓ、より好ましくは５０～２０００ｍＰａ・ｓ、更に好ましくは５０～１０００
ｍＰａ・ｓに調整することが望ましい。
　粘度を当該範囲に調整したカチオン反応性ゲル化剤含有溶液を用いることにより、ヨー
グルトベースを撹拌することなくカチオン反応性ゲル化剤含有溶液を滴下した場合に、よ
り綺麗な「球状」の粒状ゼリーが得られる。
　一方、カチオン反応性ゲル化剤含有溶液の粘度が３０００ｍＰａ・ｓを超えると、ゲル
化剤溶液がヨーグルト中で塊状となり、撹拌を行っても粒状ゼリーを得ることが困難とな
る。
【００２５】
　カチオン反応性ゲル化剤含有溶液の粘度は、含有するカチオン反応性ゲル化剤及び溶液
中の固形分含量を適宜調整することにより、目的とする粘度に調整可能である。カチオン
反応性ゲル化剤含有溶液の濃度は、好ましくは０．０５～１５質量％、更に好ましくは０
．１～１０質量％である。
　本発明ではまた、カチオン反応性ゲル化剤以外の増粘多糖類、例えば、ローカストビー
ンガム、グアーガム、キサンタンガム、タラガム等を併用することにより、カチオン反応
性ゲル化剤含有溶液の粘度を調整することも可能である。
【００２６】
　ヨーグルトベースに対するカチオン反応性ゲル化剤含有溶液の添加量は、目的とする粒
状ゼリー含量によっても適宜調整することが可能であるが、好ましくはヨーグルトベース
１００質量部に対して１～５０質量部の割合でカチオン反応性ゲル化剤含有溶液を添加す
ることが望ましい。カチオン反応性ゲル化剤含有溶液の添加量が５０質量部を超えると、
得られる粒状ゼリーのゼリー強度が低下し、撹拌時などに形状が崩れる、十分な粒状食感
が得られない等、商品価値が低下する場合がある。
【００２７】
　本発明で用いるカチオン反応性ゲル化剤含有溶液をヨーグルトベースに添加する際の好
ましい温度は、５～４５℃、更に好ましくは５～１０℃である。
【００２８】
　かくして得られる粒状ゼリー入りドリンクヨーグルトは、荒れや離水が防止され、かつ
粒状ゼリーが均一に分散したドリンクヨーグルトである。更に、得られるドリンクヨーグ
ルトは、特有の濃厚感を有しつつも、粒状ゼリーの存在感があり、のみ応えのあるドリン
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ト）のカードを破砕して飲用に供したものであれば、その他の副原料（甘味料、果汁等）
は特に問わない。
【００２９】
　その他、本発明の効果に影響を与えない程度において、ヨーグルトベースやカチオン反
応性ゲル化剤含有溶液には、多糖類、乳化剤、甘味料、香料等を適宜添加することが可能
である。
【００３０】
　以下、本発明の内容を以下の実験例を用いて具体的に説明する。但し、本発明はこれら
に限定されるものではない。なお、下記に記載する処方の単位は特に言及しない限り、部
は重量部を意味するものとする。文中「＊」印のものは、三栄源エフ・エフ・アイ株式会
社の製品を表し、文中の「※」印は、三栄源エフ・エフ・アイ株式会社の登録商標である
ことを意味する。
【００３１】
　実験例１　粒状ゼリー入りドリンクヨーグルトの調製
（１）ヨーグルトベースの調製
　表１の処方に従い、ヨーグルトベースを調製した。具体的には、水を撹拌しながら、砂
糖、安定剤、各種多糖類を加え、８０℃で１０分間加熱撹拌溶解後、冷却した。次いで、
濃縮発酵乳を加え、均質化（１４，７００ｋＰａ＝１５０ｋｇｆ/ｃｍ２）することによ
り、ヨーグルトベース（１０℃、無脂乳固形分１０％）を調製した
　ヨーグルトベースに用いた濃縮発酵乳は、表２の処方に従って調製した。具体的には、
水を撹拌しながら、脱脂粉乳を加え、９０℃にて１０分間加熱撹拌・殺菌後、４０℃まで
冷却させ、乳酸菌を加えて４０℃にてｐＨ４．５まで発酵させた。発酵後、カードを破砕
し１０℃以下に冷却したものを、濃縮発酵乳とした。
　得られたヨーグルトベースの１０℃における粘度を表３に示す。粘度は、ヨーグルトベ
ースを１０℃に調整し、１０℃条件下で、ＢＬ型回転粘度計（ローターＮｏ．２、３）を
用いて回転数６０ｒｐｍで１分間測定した値である。以下、本文中にて「粘度」とは、本
条件で測定した値を示す。）
【００３２】
【表１】

【００３３】
注１）ペクチン製剤「ＳＭ－６６６」使用
【００３４】
【表２】

【００３５】
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【表３】

【００３６】
注２）発酵セルロース製剤として、発酵セルロース２０重量％、CMC－Na６．７重量％及
びグァーガム６．７重量％が複合化された発酵セルロース複合体、及びデキストリン６６
．６重量％の製剤「サンアーティスト※ＰＧ＊」を使用した。
【００３７】
（２）カチオン反応性ゲル化剤含有溶液の調製
　表４の処方に従って、カチオン反応性ゲル化剤含有溶液を調製した。具体的には、水に
砂糖、甘味料、各種ゲル化剤を添加し、８０℃にて１０分間撹拌溶解した。色素、香料を
添加して更に１分間撹拌溶解後、容器へ充填し、１０℃まで冷却した。
【００３８】
【表４】

【００３９】
（３）粒状ゼリー入りドリンクヨーグルトの調製
　（１）及び（２）で調製したヨーグルトベース及びカチオン反応性ゲル化剤含有溶液を
用いて粒状ゼリー入りヨーグルトを調製した。具体的には、２５０ｒｐｍの撹拌条件下で
、ヨーグルトベース１２００質量部に、カチオン反応性ゲル化剤含有溶液３００質量部を
ゆっくり加えた後に、容器に充填し、粒状ゼリー入りドリンクヨーグルト（無脂乳固形分
８％）を調製した。
　得られたドリンクヨーグルトについて、製造後のヨーグルトの荒れ、ゼリーの分散状態
及び食感について評価した。結果を表５に示す。
【００４０】
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【表５】

【００４１】
＜評価項目＞
荒れ：荒れがないものから順に－＞±＞＋＞++＞+++（荒れが発生）の５段階評価を行っ
た。
ゼリーの分散状態：分散効果が高いものから順に－＞±＞＋＞++＞+++（沈殿している）
の５段階評価を行った。
【００４２】
　実施例１及び２の発酵セルロースを含有し、ヨーグルトベースの粘度が５００及び５８
８ｍＰａ・ｓであるヨーグルトベースを用いて調製されたドリンクヨーグルトは、特有の
濃厚感を有しつつも、粒状ゼリーの食感が感じられ、のみ応えのあるドリンクヨーグルト
であった。更に、実施例１及び２のドリンクヨーグルトは、荒れや離水の発生も顕著に抑
制されていた。
　一方、脱アシル型ジェランガムをヨーグルトベースに使用した比較例１や、発酵セルロ
ースを含有しつつも、ヨーグルトベースの粘度が１２１２ｍＰａ・ｓである比較例２は、
同じカチオン反応性ゲル化剤含有溶液（表４）を用いた場合であっても、荒れが顕著に発
生する上、ゼリーが糸状に絡まりあって塊となり、目的とする粒状ゼリー入りドリンクヨ
ーグルトを調製することができなかった。
　また、通常は多糖類を添加することにより、ドリンクヨーグルトの離水を促進してしま
う場合が多く、比較例１及び２は、２週間後にドリンクヨーグルトの離水を生じてしまっ
た。一方、実施例１及び２のドリンクヨーグルトは、２週間静置後も離水の発生が抑制さ
れていた。
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